
JP 5073731 B2 2012.11.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　短辺２ｇで連続し対称形をなしている胛側台形編地２ｃと足底側台形編地２ｄを前記短
辺２ｇを折り線として折り重ねると共に、重なった斜辺２ｃａと２ｄａ、重なった斜辺２
ｃｂと２ｄｂとをそれぞれ編綴じしてなる袋状の爪先部２の足底側台形編地２ｄに続いて
、同台形編地２ｄの長辺２ｆと等しい編幅の足底部編地３ａを編成した後、該足底部編地
３ａに連なり足部を囲うように胛部から足底部にかけて環状に環状部編地５ａを編成して
、足底部上面に胛部開口４を形成し、環状部編地５ａの最終コースの一部ウエール５ｂに
続いて袋状の踵部６を編成し、次に該環状部編地５ａの最終コースの残余のウエール５ｃ
と踵部６の最終コース６ｆの全ウエール６ｇとに続いて環状に足首部７及びそれに続く環
状の穿口部８を連続して編成してなるソックスの編成方法。
【請求項２】
　胛部開口４の爪先側開口縁９には、爪先部２の胛側台形編地２ｃの編出し時に編出コー
ス２ａに続いて管状編地２ｂを編み込んだことを特徴とする請求項１記載のソックスの編
成方法。
【請求項３】
　足部を囲うよう胛部から足底部にかけて環状に設けた環状部編地５ａの、胛部開口４の
足首側開口縁１０に対位するコースには、管状編地３ｂを編み込んだことを特徴とする請
求項１記載のソックスの編成方法。 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　環状の穿口部分において足首部を固定し、爪先部を足指部分に係止することで着用する
ソックスであって、足の胛の部分が大きく開き外見上身に着けているのがわかりにくいソ
ックスの編成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　靴底部から胛部開口までの高さの低い胛部開口が大きく開いた靴を履いた際に、外部か
らソックスの着用が目立たないようにするために胛部の生地を大きく取り除いたソックス
が使用されている。これらソックスは足首部の環状の口ゴム部を残し足胛部の生地を大き
く取り去っているが、もともとは足胛部にも生地の有る足部全体を編地で覆っている製品
の胛部を切り取って縁部をかがり縫いしたりしているもので、その材料に無駄が生じ手間
も要した（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１１２１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、穿口部，踵部，足部，爪先部を有するソックスにあって、編み上げたソック
スの胛部を切り去り周縁を縫製することにより胛部を大きく開いたソックスを得る従来の
製作法を改良し、必要個所の編地のみを編成し、該編地を編成の途次編綴することで縫製
により切除しなければならない廃棄物を無くし、更に、縫製の手間を要することなくソッ
クスを完成させるソックス編成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、ソックスの編成方法であって、短辺２ｇで連続し対称形をなし
ている胛側台形編地２ｃと足底側台形編地２ｄを前記短辺２ｇを折り線として折り重ねる
と共に、重なった斜辺２ｃａと２ｄａ、重なった斜辺２ｃｂと２ｄｂとをそれぞれ編綴じ
してなる袋状の爪先部２の足底側台形編地２ｄに続いて、同台形編地２ｄの長辺２ｆと等
しい編幅の足底部編地３ａを編成した後、該足底部編地３ａに連なり足部を囲うように胛
部から足底部にかけて環状に環状部編地５ａを編成して、足底部上面に胛部開口４を形成
し、環状部編地５ａの最終コースの一部ウエール５ｂに続いて袋状の踵部６を編成し、次
に該環状部編地５ａの最終コースの残余のウエール５ｃと踵部６の最終コース６ｆの全ウ
エール６ｇとに続いて環状に足首部７及びそれに続く環状の穿口部８を連続して編成して
いる。
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、胛部開口４の爪先側開口縁９に
は、爪先部２の胛側台形編地２ｃの編出し時に編出コース２ａに続いて管状編地２ｂを編
み込んでいる。
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の発明において、足部を囲うよう胛部から足底部
にかけて環状に設けた環状部編地５ａの、胛部開口４の足首側開口縁１０に対位するコー
スには、管状編地３ｂを編み込んでいる。　
【発明の効果】
【０００６】
　本発明ソックスは、その編成に際して爪先部，足底部，踵部，穿口部と連続して一連に
編成し足胛部の編成は行わないので、足胛部の開いたパンプス等を履いた際に好ましく使
用できる胛部の生地の無いソックスが、縫製等の副次的作業を全く必要とせず完成させる
ことが出来る。
　従って、本発明方法によれば、一旦編成した靴下等を縫製にかけ不要部分を切除し、か
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がり縫いをするなどの手間を全く要せず作業効率を高めることができると共に、編成した
編地を切除するが如き材料の無駄を無くし、廃棄すべきものも生じない。
　また、胛部開口の爪先側開口縁と脚側開口縁とに管状編地を編み込んでいるために、ソ
ックス着用時、着用者の肌とソックスとの間でフィット性を良くし、またクッション性を
高めることにもなる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明方法によるソックスを着用した状態の斜視図。
【図２】同ソックスの側面図。
【図３】同ソックスの編成過程を示す展開図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明方法によるソックス１の編成は、シリンダーを有する丸編靴下編機で行われてい
る。その編成過程の概要を次に説明する。
　先ず爪先部２を袋状に編成し、爪先部２に続いて足底部３のみの編成を足底部編地３ａ
により行い、足底部３の上面には胛部開口４を形成する。足底部編地３ａの編成が終了し
てから足底部編地３ａと胛部開口４とに接して管状編地３ｂを有する環状部５を編成した
後、踵部６を公知手段により編成し次に足首部７，穿口部８を編成する。
【０００９】
　本発明ソックス編成方法の詳細を図３を主に用い次に説明する。前記丸編靴下編機にお
いて、概ね半数の針を用い編成を開始し、爪先部２の編出しコース２ａから適宜コース数
編成し、その最終コースを編出しコース２ａに編み綴じすることにより編出しコース２ａ
から前記最終コースまでの編地を管状編地２ｂとする。管状編地２ｂに続いて、編み幅を
次第に少なくし短辺２ｇとした胛側台形編地２ｃと、編地２ｃと対称形の次第に編幅が大
となる形の足底側台形編地２ｄとを編成し、それらの編成の途次台形編地２ｃ，２ｄの両
斜辺２ｃａと２ｄａ，２ｃｂと２ｄｂとをそれぞれ編み綴じし、ゴアライン２ｅを発現し
て袋状の爪先部２とする（図１に図示）。
【００１０】
　足底部３の編地３ａの各コースは、爪先部２の足底側台形編地２ｄの長辺２ｆに続いて
同一幅で所定コース数耳編み３ｆを編成して往復編成され、足底部編地３ａを矩形の編地
とする。
　この足底部編地３ａの編成が終了する際に、それまで足底部編地３ａを編成していた針
以外の、編成を休止していた残余の針を使用し足底部編地３ａに並ぶ管状編地３ｂを編成
する。管状編地３ｂの編成は管状編地２ｂの編成と同様にして編成される。上記編成を休
止していた針によって管状編地３ｂの編出しコース３ｃから適宜コース数編成し、管状編
地３ｂの最終コース３ｄを編出しコース３ｃに編み綴じすることにより編出しコース３ｃ
から前記最終コース３ｄまでの編地を管状編地３ｂとする。
　上記管状編地３ｂの最終コース３ｄと足底部の編地３ａの最終コース３ｄに続いて足部
を周回する環状部５の環状部編地５ａの編成を行う。
　上記編成によって足底部３は足底部編地３ａが上方が開いたＵ字形をなし、該開いた部
分を胛部開口４としている。胛部開口４は、爪先側開口縁９（図１，図２に図示）を爪先
側の管状編地２ｂとし、爪先部２の内縁を円弧状に囲って胛部開口４の先端に位置し、足
首側開口縁１０を足首側の管状編地３ｂとし、管状編地２ｂ，３ｂ間を耳編３ｆで連続し
ている。
【００１１】
　次いで、管状編地３ｂと足底部３の編地３ａとに続いて全針で足部を環状に取り巻く環
状部５を環状部編地５ａにより編成する。前記までの編成により、足底部３は断面Ｕ字形
に上方に開いた胛部開口４を形成し、胛部開口４の前縁に位置する管状編地２ｂは爪先側
開口縁９となり、胛部開口４の管状編地３ｂは足首側開口縁１０となる。
【００１２】
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　次に踵部６の編成を行う。
　環状部５の編地５ａに続いて同編地５ａの半数程度の針を用い編成を開始し、編み進む
につれその編幅を減じ台形の編地６ａを編成し、それに続いて台形編地６ａと頂辺を同じ
くし、底辺を大とした台形編地６ｂを数コース編成する。そして、台形編地６ｂの底辺に
続いて、台形編地６ｂ，６ａと対称形をなした台形編地６ｃ，６ｄを編成し、それらの編
成の途次台形編地６ａと６ｂの斜辺同士、同６ｃと６ｄの斜辺同士、同６ａと６ｄの残余
の斜辺同士を編み綴じしてゴアライン６ｅを発現する上記各台形編地は、編綴じした部位
においては一体に綴じられているが、その他の部位にあっては一連に連続した組織で編成
されている。この例にあっては、ゴアライン６ｅはＹ字形となるが、踵の形状，大きさ等
によって、それ以外のライン形状でも差し支えない。上記ゴアライン６ｅは台形編地６ｂ
，６ａの両側に作られる。
【００１３】
　踵部６の台形編地６ｄの最終コース６ｆの編成が終了したときは踵部の編成は終わり、
次に足首部７の編成に移る。足首部７は、図３に展開図で示す如く、踵部６が連続して袋
状に編成された際、かかとの編成とはかかわり無く編成を休止していた環状編地５ａの端
部コースの台形の編地６ａの長辺を編成した際の針の残余が連続して編成された部分以外
の環状部編地５ａの残余のウエール幅５ｃのコースと踵部６の台形編地６ｄの最終コース
６ｆに続いて足首部７の最初のコースが編成され、以下所定コース数編成後、穿口部８が
続いて編成される。
　以上展開図に従って編成手順を述べたが、特に同図に限定するものではなく、編み幅、
踵部前後の環状部の位置、更にはゴアラインの形状等応用幅を有するのは勿論である。
【００１４】
　上記編成方法で編成されたソックスは、袋状の爪先部と踵部との間は、上方に開き胛部
開口を形成した縦断面Ｕ字形の編地３ａよりなる足底部であるために、ソックスが爪先側
開口縁９の編出しコース２ａから編成を開始され穿口部８で編成が終了したときにソック
スは完成品として製作は終了している。従って、編成工程以外の例えば裁断工程，縫製工
程等は全く行わなくて良いと言う効果を有する。更に、上述の裁断等を行わないために編
成品からカットされた廃棄すべき部材等の出ることも防止できる。
【００１５】
　本発明方法によるソックスは、胛部開口４の爪先側開口縁９及び足首側開口縁１０に管
状編地２ｂ，３ｂをそれぞれ編み込んでいるために、爪先或は足首部等とのフィット性を
高め、更にはクッション性を良好にする作用も有する。胛部開口４を形成する足底部の編
地３が、開口部の端部の耳編みで薄く形成されている点も管状編地により補強している。
【符号の説明】
【００１６】
　１　ソックス
　２　爪先部
　２ａ　編出しコース
　２ｂ　管状編地
　２ｃ　胛側台形編地
　２ｄ　足底側台形編地
　２ｅ　ゴアライン
　２ｆ　長辺
　２ｇ　短辺
　３　足底部
　３ａ　足底部編地
　３ｂ　管状編地
　３ｃ　編出しコース
　３ｄ　最終コース
　３ｆ　耳編み
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　４　胛部開口
　５　環状部
　５ａ　環状部編地
　５ｂ　環状部編地５ａの最終コースの一部ウエール
　５ｃ　残余のウエール
　６　踵部
　６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄ　台形編地
　６ｅ　ゴアライン
　６ｆ　踵部６の台形編地６ｄの最終コース
　６ｇ　台形編地６ｄの最終コースの全ウエール
　７　足首部
　８　穿口部
　９　爪先側開口縁
　１０　足首側開口縁

【図１】

【図２】

【図３】
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